
知っ得  豆知識！

　令和4年度（2022年度）診療報酬改定では、後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、薬局及び医

療機関における後発医薬品の調剤数量割合（以下、後発品置換率）等に応じた評価について見直しが行わ

れました。

　また、バイオ後続品に関して患者さんへの適切な情報提供を推進する観点から、外来化学療法を実施

している患者さんに対して、バイオ後続品を導入する際の新たな評価が加わりました。

令和4年度（2022年度）診療報酬改定
［後発医薬品関連］
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◆ 後発医薬品減算［調剤基本料の減算］

　後発品置換率が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について評価が見直され、減算となる

点数が2点から5点に引き上げられました。また、対象となる薬局の範囲が後発品置換率40%以下の薬局

から50%以下に拡大されました。

区　分
令和4年3月末まで

後発品置換率

後発医薬品減算※1

点数

40%以下 ▲ 2点

令和4年4月以降

後発品置換率※2 点数

50%以下 ▲ 5点

１．調剤報酬

◆ 後発医薬品調剤体制加算［調剤基本料の加算］

　　薬局における後発医薬品調剤体制加算については、後発品置換率の高い薬局に重点を置いた評価に

なるよう、施設基準における置換率が各加算で5%ずつ引き上げられ、点数が後発医薬品調剤体制加算1

で6点、同加算2で6点、同加算3で2点プラスとなりました。

区　分
令和4年3月末まで

後発品置換率

後発医薬品
調剤体制加算※1

2

3

80%以上

85%以上

点数

1 75%以上 15点

22点

28点

令和4年4月以降

後発品置換率 点数※2

80%以上

85%以上

90%以上

21点

28点

30点

※1：加算取得のためには、カットオフ値50%以上等の施設基準をすべて満たすことが必要
※2：令和4年4月より特別調剤基本料を算定している薬局は、所定点数の100分の80に相当する点数を加算
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※1：処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局は除外
　　当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの（直近1月間の当該保険薬局における処方箋
　受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合）は除外

※2：経過措置として令和4年9月30日までの間は、後発品置換率40%以下の保険薬局が減算対象
　　地方厚生（支）局長への報告（毎年7月）等を行っていない保険薬局は置換率にかかわらず減算対象

2．診療報酬（医科）

◆ 後発医薬品使用体制加算［入院基本料等加算］　　　　　　　　  　　　　《 病院・有床診療所：入院 》

　後発医薬品使用体制加算については、後発品置換率の高い医療機関に重点を置いた評価になるよう基

準が見直され、施設基準における置換率が各加算で5%ずつ引き上げられました。

区　分
令和4年3月末まで

後発品置換率

後発医薬品
使用体制加算※

2

3

80%以上

70%以上

点数

1 85%以上 47点

42点

37点

令和4年4月以降

後発品置換率 点数

90%以上

85%以上

75%以上

47点

42点

37点

※加算取得のためには、カットオフ値50%以上等の施設基準をすべて満たすことが必要

◆ 外来後発医薬品使用体制加算［処方料加算］　　　　　　　　　　 　　　《 診療所：外来（院内処方） 》

　外来後発医薬品使用体制加算については、後発品置換率の高い医療機関に重点を置いた評価になるよ

う基準が見直され、施設基準における置換率が外来後発医薬品使用体制加算1で5%、同加算2で10%、同

加算3で5%引き上げられました。

区　分
令和4年3月末まで

後発品置換率

後発医薬品
使用体制加算※

2

3

75%以上

70%以上

点数

1 85%以上 5点

4点

2点

令和4年4月以降

後発品置換率 点数

90%以上

85%以上

75%以上

5点

4点

2点

※加算取得のためには、カットオフ値50%以上等の施設基準をすべて満たすことが必要
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◆ 一般名処方加算［処方箋料加算］　　　　       　　　　　　　　　　《 病院・診療所：外来（院外処方） 》

　変更はありません。

区　分 主な内容
令和4年
3月末まで

後発医薬品
使用体制加算※

外来腫瘍化学療法診療料
当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合

点数

-

-

150点

令和4年
4月以降
点数

150点
（新設）

150点
（新設）

150点

外来化学療法加算
当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合

在宅自己注射指導管理料
患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、
バイオ後続品を処方した場合

※当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として月1回に限り所定点数に加算

◆ バイオ後続品導入初期加算

　［外来腫瘍化学療法診療料］（新設），［外来化学療法加算］（新設），［在宅自己注射指導管理料］

　外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品に関する情報を提供したうえで、当該患者

の同意を得て、バイオ後続品を導入した際の評価が新設されました。

区　分 主な内容 点数

後発医薬品
使用体制加算

2

1
交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品の
ある全ての医薬品が一般名処方されている場合
（後発医薬品のある医薬品が2品目以上の場合に限る）

交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品の
ある医薬品が1品目でも一般名処方されている場合

7点

5点
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知っ得  豆知識！

＜ 参 考 ＞　
　  後発品置換率／カットオフ値の計算方法
✓ 「後発品置換率」は、後発医薬品へ置き換え可能な市場における後発医薬品の調剤数量割合で、後発
医薬品への置き換え状況を把握する指標となります。

✓ 「カットオフ値」は、全医薬品市場における後発医薬品へ置き換え可能な市場の数量割合を示します。
✓ 「数量」は、当該保険医療機関または当該保険薬局において調剤した、薬価基準告示上の規格単位ご
とに数えた数量のことを言います。

✓ 医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている（薬価基準に収載さ
れている）品目は約13,000品目あり、各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品につ
いて、以下のように分類されています。
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➢

区　分 対　象 品目数

1 後発医薬品がない先発医薬品（後発医薬品の上市前の先発医薬品等） 2328

2
後発医薬品がある先発医薬品
（先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、
全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除く）

1496

☆ 後発医薬品がある先発医薬品（後発医薬品と同額または薬価が低いもの） 78

3 後発医薬品 5684

★ 後発医薬品（先発医薬品と同額または薬価が高いもの） 127

昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品 及び 
令和 4 年度薬価基準改定における「基礎的医薬品」の対象成分 3657

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（令和4年4月1日以降）
各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報より作成

【 計算方法 (イメージ) 】

◇ 後発品置換率

◇ カットオフ値

後発品置換率 ＝ 〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）
＝ 〔 3 〕／（〔 2 〕＋〔 3 〕）

カットオフ値 ＝ （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）／〔全医薬品の数量〕
＝ （〔 2 〕＋〔 3 〕）／（〔 1 〕＋〔 ☆ 〕＋〔 2 〕＋〔 3 〕＋〔 ★ 〕＋〔 　 〕）

3

3

2

3

3

21

2

☆ ★



活動案内知っ得  豆知識！

✓後発品置換率／カットオフ値の算出で「後発医薬品の規格単位数量」を算出する際に除外する医薬
品は、以下のとおりです。

① 経腸成分栄養剤
　エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、
　ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、
　ラコールNF配合経腸用半固形剤、イノラス配合経腸用液
② 特殊ミルク製剤
　フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」、ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬（薬効分類番号510）
④ 漢方製剤（薬効分類番号520）
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品（薬効分類番号590）
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令和4年3月4日 厚生労働省通知（保医発0304第3号）

　　後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
昨今における後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発、代替品入手が困難な状況を踏まえ、一部
の医薬品については、後発品置換率を算出する際の対象から除外可能とする旨の通知が、厚生労働
省保険局より発出されました。
詳しくは、本号掲載の『厚生労働省からのお知らせ』をご覧ください。

＜ 参考資料 ＞

○令和4年度診療報酬改定について ： 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

○個別改定項目について ： 令和4年2月9日 中央社会保険医療協議会総会 
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000905284.pdf

○令和4年度診療報酬改定説明会資料等について ： 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html

○薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（令和4年4月1日以降）
https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/04/tp20220401-01.html

○後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
令和4年3月4日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000909154.pdf
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト
https://www.mhlw.go.jp/topics/2022/04/tp20220401-01.html

➢

※本記事は皆さまに分かりやすく解説させていただいたものですが、詳細など内容に関しての
　ご質問にはお答えできませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。


